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村上裁判、支部団交、

本部団交、春闘は一足

早 く満開です。

発行 :【支部委員会】
2011年 3月 10日 H号

:自 交総連Km労働組合千住支部

3月 3日 (木 )支部 団交開催 :要求書 を提 出

出席者 倉暮側8行言 :晃爺||1馨属:屋奮
ヽ尾崎、佐竹係長.諸永会計

●要求書●
1.村上静香氏の不当解雇裁判を、早急に解決すること。
2.千住営業所、並びに北千住営業所の台東営業所 (浅草)への移転に伴い、迷惑料として乗務員

一人当たり10万円を支給すること。
3.千住営業所、並びに北千住営業所の台東営業所 (浅草)への移転に伴い、シャトルバスの運行

をすること。
4.銀座地区の自主規制により、乗務員の営業収入を圧迫する施策を、即亥J解除すること。
5.36協定に於いて、 lヶ 月変形労働時間制が適用されているので、一出番毎の帰庫時間経過に

ついての報告書等の提出を求めず、 lヶ 月単位で管理すること。
6。 利用不可チケットの受領、及び名刺での決済について、乗務員に負担を求めないこと。
7.営業所の事務所は、24時間放置しておくこと。
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● 1人 10万 円の迷惑料を出せ !
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◎執行委員会の報告 (2月 27日 )◎

●出席者
執行委員

高丸、岩崎、大関、奈良場
支部長

片岡 (千住)、 中島 (羽 田)

議題  1.チェックオフ金額の確認
2.組織報告 (岩崎)

3.活動報告
全体報告 (高丸 )

自交関係。南部ハイタク(大 関)

各支部の活動 (各支部長 )

4.村上裁判動員について

5.会計問題について
6.闘争課題/組織課題
7.春闘について
8. ホームヘ―゚シ

゛

`D甲
手日嗣

9.区労連について
10。 その他

※ホームページを再開しました。

●自交総連Km労働組合ホームヘ
゜
″

゛
●

http://www7.ocn.ne.jp/～ atukm/

●自交総連Km労働組合フ
゛
ロク

゛
●

http://kmroudOukumiai.asablo.jp/

(書記長代行 )

岩崎 博

●貴方の出番が解 ります●

出番が新 しいシステムになつて、よく解

らないとい う声を聞きます。 A～ Zま で

26種類の出番があ りますが、一日で解

る出番表を作 りました。

支部事務所にあ ります。

必要な方は申し出て下さい。

支部事務所の当番体制も決ま り、短時間

ですが午前中の一定時間は必ず誰か事務

所にいます。

1.

2.
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春闘要求書提出

村上静香 さんの不当解雇を撤回 し、直ちに職場

復帰させる事。

千住営業所、北千住営業所の移転及び五反田

営業所の移転に ついて移転迷惑料 として当該

全従業員に対 し 1人 10万円を支給する事。

千住営業所、北千住営業所の移転に伴いシャ

トルバスを運行すること。運行 コースについて

は組合 と十分に協議 し乗務員 (従業員)の便宜

を第一に考え決定する事

固定給が東京都の最低賃金法に抵触 している賃

金体系を改め、固定給 と歩合給のバランスのと

れた賃金システムを構築すること。当面、総額

62%に 改める事。

銀座地区乗 り入れ 自主規制を直ちに解除する

事。

通勤交通費を全額、実質支給する事。

時間外労働、深夜残業、待機時間などについ

て、未払い賃金の状態を改め、法定割増賃金を

実質的な賃金 として正 しく払 う事。

有給休暇の不当な取 り扱いを止め、公出と有給

休暇を併給する事。

帰庫遅れや休憩時間の過不足について統一的な

基準をもうけ、具体的運用に当たつては実態に

即 した管理をすること。

いたず らに乗務員へ負担を掛ける文書の提出を

求めない事。

また、休憩時間を乗務員が確実に把握できるよ

うにメーター類の表示器へ表示できるようにシ

ステムを変更する事。

防犯板を全車に設置する事。

各営業所及び無線室にフリーダイヤルの電話回

線を設置 し、業務連絡の通信費は会社が全額負

担する事。

高速道路通行料金の帰路を全額会社負担 とする

事。

飲酒運転防止の強化に向けて組合 と十分に協議

し、公共交通機関として相応 しい協定内容 とす

る事。

赤羽支部、吉祥寺支部、羽田支部の支部事務所

を供与する事。また、掲示板の設置を支部指定

場所に移動する事。
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